
 

 

福島第一原子力発電所事故の損害賠償請求に係る一部合意について 

 

  県が，東京電力株式会社に対し行っている福島第一原子力発電所事故に係

る損害賠償請求について，１１月１７日に第５次請求分，同月２６日に税収

減の損害賠償金の提示があり，内容を精査した結果，１２月２日に一部受け

入れに合意しました。今回，一部合意した損害賠償金については，１２月中

の受け入れに向けて手続きを進めています。 

  なお，賠償の対象外とされた経費については，引き続き請求と交渉を進め

ていきます。 

 

１ 第５次請求について 

 （１）請求の内容 

   ・請 求 日：平成２７年３月３０日 

   ・請 求 額：５９０，０９８，２３８円及び遅延損害金（年５％） 

   ・対象期間：平成２５年４月から平成２６年３月まで 

   ・請求内容：放射線・放射能測定委託費，下水道汚泥処分費等 

 （２）支払いの一部合意内容 

  ・支払予定額:３８３，９９５，７５２円 

    ○請求に対する割合：６５．１％（人件費を除いた割合８０．５％） 

 

【第５次請求に対する支払予定額の状況】                     （単位：円） 

 請 求 額 支払予定額 割 合 

１）放射線・放射能の監視・測定 149,173,060 129,043,623 86.5% 

２）健康不安への配慮 33,760 0 - 

３）汚染・被害の拡大防止 46,175,790 39,311,735 85.1% 

４）放射線線量低減化対策 1,092,815 0 - 

５）汚染物・廃棄物の処理 216,925,035 210,967,398 97.3% 

６）損害への対応 5,882,202 4,672,996 79.4% 

７）正しい知識の普及・啓発 57,547,950 0 - 

８）その他 - - - 

小  計 476,830,612 383,995,752 80.5% 

９）人件費 113,267,626 0 - 

合  計 590,098,238 383,995,752 65.1% 

 

（３）賠償対象外の額 

   事業費：９２，８３４，８６０円 

   ・主な内容：県産品風評対策強化事業（宣伝広告等委託費（約5,755 万円）） 

              測定機器点検・校正業務委託費（約1,443 万円） 

             汚染稲わら等一時保管施設維持管理費（約535 万円） など 

           ・賠償対象外の理由：法令・政府指示等により負担を余儀なくされた費用と認め 

              ることは困難であり，かつ，その実施方法に地方公共団体                        

             の裁量による選択の幅が大きく，賠償対象と判断されなか                        

             ったため。 
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（３）人件費：１１３，２６７，６２６円 

   ・主な内容：新設組織（原子力安全対策課）に配置された専従職員の 

                       人件費及び本件事故被害対策業務に従事したことによっ 

                      て事故前と比べて増加した時間外勤務手当等 

     ・賠償対象外の理由：通常業務との切り分けが困難であり，かつ負担を余儀な         

くされた費用と判断することは困難であるため 

 

２ 税収減の損害賠償請求について 

 （１）請求の内容 

   ・請 求 日：平成２７年１１月１３日 

   ・請 求 額：５１，２７７，２３７円及び遅延損害金（年５％） 

   ・対象期間：平成２３年４月から平成２５年３月まで 

   ・請求内容：平成２３年度及び２４年度分の狩猟税の税収減 

         平成２３年度分のゴルフ場利用税の税収減 

 （２）支払いの合意内容 

  ・支払予定額:５１，２７７，２３７円 

    ○請求に対する割合：１００％ 

 

【税収減請求に対する支払予定額の状況】                     （単位：円） 

 請 求 額 支払予定額 割 合 

平成２３年度 狩猟税 3,824,200 3,824,200 100% 

       ゴルフ場利用税 41,379,837 41,379,837 100% 

平成２４年度 狩猟税 6,073,200 6,073,200 100% 

合  計 51,277,237 51,277,237 100% 

 

 

【参考：県の損害賠償請求等状況，１１月３０日現在】       （単位：円） 

 請求額 支払（予定）額 不払額 割合 

下水道分 278,439 278,439 0 100% 

第１次請求 168,372,075 167,309,080 1,062,995 99.4% 

第２次請求 196,561,485 0 196,561,485 - 

第３次請求 132,075,986 118,251,048 13,824,938 89.5% 

第４次請求 652,999,387 606,474,458 46,524,929 92.9% 

第５次請求 590,098,238 383,995,752 206,102,486 65.1% 

第６次請求 431,268,749 - 431,268,749 - 

税収減分 51,277,237 51,277,237 0 100% 

小   計 2,222,931,596 1,327,586,014 895,345,582 59.7% 

企業局分 798,356,831 386,391,533 411,965,298 48.4% 

合   計 3,021,288,427 1,713,977,547 1,307,310,880 56.7% 

   


